
「風の杜」通所リハビリテーション利用料金表 (1割)

金額のあとの(  )は単位数 令和4年１０月１日改定

自 己 負 担 額

要 支 援 １ (1月当り) 2,088円(2053)

要 支 援 ２ (1月当り) 4,067円(3999)

(1月当り) 572円 (562) 開始月から6ヶ月以内

(1月当り) 229円 (225) 運動器の機能向上の為に個別的に実施されるリハビリテーション

(1月当り) 41円  (40) 心身の状況等に係る基本的な情報を厚労省に提出

要 支 援 １ (1月当り) 90円  (88)

要 支 援 ２ (1月当り) 179円 (176)

要 支 援 １ (1月当り) 74円  (72)

要 支 援 ２ (1月当り) 147円 (144)

(1月当り) 　所定単位(上記基本と加算の単位数合計)×4.7%

(1月当り) 　所定単位(上記基本と加算の単位数合計)×2.0%

（1月当り）

自 己 負 担 額

要 介 護 １ (1回当り) 722円 (710)

要 介 護 ２ (1回当り) 859円 (844)

要 介 護 ３ (1回当り) 991円 (974)

要 介 護 ４ (1回当り) 1,149円(1129)

要 介 護 ５ (1回当り) 1,303円(1281)

(1日当り) 41円　(40)

(1日当り) 61円  (60)

(1月当り) 845円 (830) 519円 (510)

(1月当り) 878円 (863) 553円 (543)

(1日当り) 112円 (110)

(1日当り) 244円 (240)

(1月当り) 1,953円(1920)

(1月当り) 1,272円(1250) 開始月から6ヶ月以内

(1日当り) 61円　(60) 若年性認知症利用者に対して通所リハを行った場合

(1日当り) 102円 (100) 介護度3・4・5に限る

(1月当り) 41円  (40) 心身の状況等に係る基本的な情報を厚労省に提出

(1日当り) 13円  (12)

(1日当り) 25円  (24)

(1回当り) 23円　(22)

(1回当り) 19円　(18) 介護職員の内介護福祉士が50％以上

(1月当り) 　所定単位(上記基本と加算の単位数合計)×4.7%

(1月当り) 　所定単位(上記基本と加算の単位数合計)×2.0%

（1月当り）

(1日当り)  ご希望された日用品金額の合計となります。

(1日当り)  昼食

(1日当り)  ご希望によります。

 生花・絵手紙等の材料費

 (1枚当り)

 (1枚当り)

 (1枚当り)

 

税込み

税込み

 (1枚当り) 税込み

1/2

不 織 布 マ ス ク 10 円

そ
の
他
の
料
金

退院日、申請日から起算して3ヶ月以内

利用開始日から起算して3ヶ月以内

同上

日常的生活動作が向上し家庭の家事や社会参加が可能となり他ｻｰﾋﾞｽへ移行

ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ 提 供 体 制 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算を算定し一定数のﾘﾊﾋﾞﾘ職員を配置

ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 提 供 体 制 強 化 Ⅰ

介護職員等特定処遇改善Ⅰ

連 絡 袋

尿 取 り パ ッ ト

レ ク リ エ ー シ ョ ン材 料費

実 施 地 域 以 外 の 交 通 費

日 常 生 活 費

自宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成し入浴介助する

介護職員の内介護福祉士が70％以上又は勤続10年以上の介護福祉士が25％以上

実   費

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施Ⅰ

580 円

科 学 的 介 護 推 進 体 制

選択による

若 年 性 認 知 症 利 用者 受入

重 度 療 養 管 理

移 行 支 援

介 護 職 員 処 遇 改 善 Ⅰ

介 護 ・ 予 防 給 付 共 通

60 円リ ハ ビ リ パ ン ツ

時 間 外 延 長 サ ー ビ ス

短期集中個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施

ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ ﾏ ﾈ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ Bイ

ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 提 供 体 制 強 化 Ⅱ

食 費

お や つ

生活行為向上ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施

自 己 負 担 額 備                 考

30分につき500円

110 円

連 絡 フ ァ イ ル 50 円

100 円

1km当たり88円

20 円

テ ー プ 付 き

お
む
つ
代

介護職員等ベースアップ等支援加算 　所定単位（上記基本と加算の単位数合計）×1.0%

108 円

ｻｰﾋﾞｽ提供
体制強化Ⅰ

介護職員等特定処遇改善Ⅰ

介 護 職 員 処 遇 改 善 Ⅰ

通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン

入 浴 介 助 Ⅰ

開始日から6ヶ月
以内

入 浴 介 助 Ⅱ

要 介 護

6ヶ月超
ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ ﾏ ﾈ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ Bロ

介護職員の内介護福祉士が50％以上

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施Ⅱ

加
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

介護職員等ベースアップ等支援加算 　所定単位（上記基本と加算の単位数合計）×1.0%

基
本

備                 考

運 動 器 機 能 向 上

基
　
　
　
本

備                 考

予 防

介護予防通所リハビリテーション

通常規模で６時間以上7時間未満の場合

ｻｰﾋﾞｽ提供
体制強化Ⅱ

生活行為向上リハビリテーション実施

介護職員の内介護福祉士が70％以上又は勤続10年以上の介護福祉士
が25％以上

科 学 的 介 護 推 進 体 制加
　
　
　
　
　
算



注) 被保険者証に(保険料を滞納し)償還払いの記載があるときは、施設サービス費とその他の料金全額をお支払いいただきます。

    この場合には、当施設でサービス提供証明書を発行しますので、この証明書を市町村の窓口に提出し保険給付対象額の払い

    戻しを受けてください。

注）森町は地域区分が7級地であるため、単位数に10.17円を乗じた金額が料金となっています。

注）介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝについて、要支援の方が利用開始する月から12ヶ月を超える長期利用をされた場合、

要支援1の方は20単位/月、要支援2の方は40単位/月減算されます。

注) 事業所が 送迎をしなかったときは、片道につき47単位を所定単位数から減算します。(要介護のみ)

注）この料金は、1割負担の方の1回あたりの目安を表示したものです。一カ月の合計で計算した場合、

　　小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。

注）基本報酬及び加算報酬の自己負担額は、負担割合証に記載された割合となります。変更がある場合はその割合の支払いとなります。
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「風の杜」通所リハビリテーション利用料金表 (2割)

金額のあとの(  )は単位数 令和4年１０月１日改定

自 己 負 担 額

要 支 援 １ (1月当り) 4,176円(2053)

要 支 援 ２ (1月当り) 8,134円(3999)

(1月当り) 1,143円 (562) 開始月から6ヶ月以内

(1月当り) 458円 (225) 運動器の機能向上の為に個別的に実施されるリハビリテーション

(1月当り) 82円  (40) 心身の状況等に係る基本的な情報を厚労省に提出

要 支 援 １ (1月当り) 179円  (88)

要 支 援 ２ (1月当り) 358円 (176)

要 支 援 １ (1月当り) 147円  (72)

要 支 援 ２ (1月当り) 293円 (144)

(1月当り) 　所定単位(上記基本と加算の単位数合計)×4.7%

(1月当り) 　所定単位(上記基本と加算の単位数合計)×2.0%

（1月当り）

自 己 負 担 額

要 介 護 １ (1回当り) 1,444円 (710)

要 介 護 ２ (1回当り) 1,717円 (844)

要 介 護 ３ (1回当り) 1,981円 (974)

要 介 護 ４ (1回当り) 2,297円(1129)

要 介 護 ５ (1回当り) 2,606円(1281)

(1日当り) 82円　(40)

(1日当り) 122円  (60)

(1月当り) 1,689円 (830) 1,038円 (510)

(1月当り) 1,756円 (863) 1,105円 (543)

(1日当り) 224円 (110)

(1日当り) 488円 (240)

(1月当り) 3,906円(1920)

(1月当り) 2,543円(1250) 開始月から6ヶ月以内

(1日当り) 122円　(60) 若年性認知症利用者に対して通所リハを行った場合

(1日当り) 204円 (100) 介護度3・4・5に限る

(1月当り) 82円  (40) 心身の状況等に係る基本的な情報を厚労省に提出

(1日当り) 25円  (12)

(1日当り) 49円  (24)

(1回当り) 45円　(22)

(1回当り) 37円　(18) 介護職員の内介護福祉士が50％以上

(1月当り) 　所定単位(上記基本と加算の単位数合計)×4.7%

(1月当り) 　所定単位(上記基本と加算の単位数合計)×2.0%

（1月当り）

(1日当り)  ご希望された日用品金額の合計となります。

(1日当り)  昼食

(1日当り)  ご希望によります。

 生花・絵手紙等の材料費

 (1枚当り)

 (1枚当り)

 (1枚当り)

 

税込み

税込み

 (1枚当り) 税込み

1/2

介 護 職 員 処 遇 改 善 Ⅰ

介護職員等特定処遇改善Ⅰ

介護職員の内介護福祉士が50％以上

加
　
　
　
　
　
算

介護職員等ベースアップ等支援加算

運 動 器 機 能 向 上

科 学 的 介 護 推 進 体 制

ｻｰﾋﾞｽ提供
体制強化Ⅰ

介護職員の内介護福祉士が70％以上又は勤続10年以上の介護福祉士
が25％以上

ｻｰﾋﾞｽ提供
体制強化Ⅱ

介護予防通所リハビリテーション 備                 考

基
本

予 防

生活行為向上リハビリテーション実施

加
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 備                 考

基
　
　
　
本

要 介 護 通常規模で６時間以上7時間未満の場合

短期集中個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施Ⅰ

退院日、申請日から起算して3ヶ月以内

利用開始日から起算して3ヶ月以内

同上

入 浴 介 助 Ⅰ

入 浴 介 助 Ⅱ 自宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成し入浴介助する

開始日から6ヶ月
以内

6ヶ月超
ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ ﾏ ﾈ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ Bイ

ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ ﾏ ﾈ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ Bロ

お や つ 108 円

備                 考

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施Ⅱ

生活行為向上ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施

若 年 性 認 知 症 利 用者 受入

重 度 療 養 管 理

科 学 的 介 護 推 進 体 制

移 行 支 援 日常的生活動作が向上し家庭の家事や社会参加が可能となり他ｻｰﾋﾞｽへ移行

ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ 提 供 体 制 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算を算定し一定数のﾘﾊﾋﾞﾘ職員を配置

介 護 ・ 予 防 給 付 共 通 自 己 負 担 額

日 常 生 活 費 選択による

食 費 580 円

ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 提 供 体 制 強 化 Ⅰ 介護職員の内介護福祉士が70％以上又は勤続10年以上の介護福祉士が25％以上

ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 提 供 体 制 強 化 Ⅱ

介 護 職 員 処 遇 改 善 Ⅰ

介護職員等特定処遇改善Ⅰ

介護職員等ベースアップ等支援加算 　所定単位（上記基本と加算の単位数合計）×1.0%

100 円

レ ク リ エ ー シ ョ ン材 料費 実   費

お
む
つ
代 尿 取 り パ ッ ト 20 円

　所定単位（上記基本と加算の単位数合計）×1.0%

連 絡 フ ァ イ ル 50 円

実 施 地 域 以 外 の 交 通 費 1km当たり88円

時 間 外 延 長 サ ー ビ ス 30分につき500円

連 絡 袋 110 円

そ
の
他
の
料
金

不 織 布 マ ス ク 10 円

リ ハ ビ リ パ ン ツ 60 円

テ ー プ 付 き



注) 被保険者証に(保険料を滞納し)償還払いの記載があるときは、施設サービス費とその他の料金全額をお支払いいただきます。

    この場合には、当施設でサービス提供証明書を発行しますので、この証明書を市町村の窓口に提出し保険給付対象額の払い

    戻しを受けてください。

注）森町は地域区分が7級地であるため、単位数に10.17円を乗じた金額が料金となっています。

注）介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝについて、要支援の方が利用開始する月から12ヶ月を超える長期利用をされた場合、

要支援1の方は20単位/月、要支援2の方は40単位/月減算されます。

注) 事業所が 送迎をしなかったときは、片道につき47単位を所定単位数から減算します。(要介護のみ)

注）この料金は、1割負担の方の1回あたりの目安を表示したものです。一カ月の合計で計算した場合、

　　小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。

注）基本報酬及び加算報酬の自己負担額は、負担割合証に記載された割合となります。変更がある場合はその割合の支払いとなります。
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「風の杜」通所リハビリテーション利用料金表 (3割)

金額のあとの(  )は単位数 令和4年１０月１日改定

自 己 負 担 額

要 支 援 １ (1月当り) 6,264円(2053)

要 支 援 ２ (1月当り) 12,201円(3999)

(1月当り) 1,715円 (562) 開始月から6ヶ月以内

(1月当り) 687円 (225) 運動器の機能向上の為に個別的に実施されるリハビリテーション

(1月当り) 122円  (40) 心身の状況等に係る基本的な情報を厚労省に提出

要 支 援 １ (1月当り) 269円  (88)

要 支 援 ２ (1月当り) 537円 (176)

要 支 援 １ (1月当り) 220円  (72)

要 支 援 ２ (1月当り) 440円 (144)

(1月当り) 　所定単位(上記基本と加算の単位数合計)×4.7%

(1月当り) 　所定単位(上記基本と加算の単位数合計)×2.0%

（1月当り）

自 己 負 担 額

要 介 護 １ (1回当り) 2,166円 (710)

要 介 護 ２ (1回当り) 2,575円 (844)

要 介 護 ３ (1回当り) 2,972円 (974)

要 介 護 ４ (1回当り) 3,445円(1129)

要 介 護 ５ (1回当り) 3,909円(1281)

(1日当り) 122円　(40)

(1日当り) 183円  (60)

(1月当り) 2,533円 (830) 1,556円 (510)

(1月当り) 2,633円 (863) 1,657円 (543)

(1日当り) 336円 (110)

(1日当り) 732円 (240)

(1月当り) 5,858円(1920)

(1月当り) 3,814円(1250) 開始月から6ヶ月以内

(1日当り) 183円　(60) 若年性認知症利用者に対して通所リハを行った場合

(1日当り) 306円 (100) 介護度3・4・5に限る

(1月当り) 122円  (40) 心身の状況等に係る基本的な情報を厚労省に提出

(1日当り) 37円  (12)

(1日当り) 74円  (24)

(1回当り) 67円　(22)

(1回当り) 55円　(18) 介護職員の内介護福祉士が50％以上

(1月当り) 　所定単位(上記基本と加算の単位数合計)×4.7%

(1月当り) 　所定単位(上記基本と加算の単位数合計)×2.0%

（1月当り）

(1日当り)  ご希望された日用品金額の合計となります。

(1日当り)  昼食

(1日当り)  ご希望によります。

 生花・絵手紙等の材料費

 (1枚当り)

 (1枚当り)

 (1枚当り)

 

税込み

税込み

 (1枚当り) 税込み

通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 備                 考

基
　
　
　
本

要 介 護 通常規模で６時間以上7時間未満の場合

介 護 職 員 処 遇 改 善 Ⅰ

介護職員等特定処遇改善Ⅰ

介護職員の内介護福祉士が50％以上

加
　
　
　
　
　
算

介護職員等ベースアップ等支援加算

運 動 器 機 能 向 上

科 学 的 介 護 推 進 体 制

ｻｰﾋﾞｽ提供
体制強化Ⅰ

介護職員の内介護福祉士が70％以上又は勤続10年以上の介護福祉士
が25％以上

ｻｰﾋﾞｽ提供
体制強化Ⅱ

介護予防通所リハビリテーション 備                 考

基
本

予 防

生活行為向上リハビリテーション実施

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算を算定し一定数のﾘﾊﾋﾞﾘ職員を配置

移 行 支 援

生活行為向上ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施

若 年 性 認 知 症 利 用者 受入

重 度 療 養 管 理

科 学 的 介 護 推 進 体 制

ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 提 供 体 制 強 化 Ⅰ

入 浴 介 助 Ⅰ

入 浴 介 助 Ⅱ 自宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成し入浴介助する

開始日から6ヶ月
以内

6ヶ月超
ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ ﾏ ﾈ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ Bイ

ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ ﾏ ﾈ ｼ ﾞ ﾒ ﾝ ﾄ Bロ

短期集中個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施Ⅰ

認知症短期集中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施Ⅱ

退院日、申請日から起算して3ヶ月以内

利用開始日から起算して3ヶ月以内

同上

日常的生活動作が向上し家庭の家事や社会参加が可能となり他ｻｰﾋﾞｽへ移行

ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ 提 供 体 制

食 費 580 円

介 護 ・ 予 防 給 付 共 通 自 己 負 担 額

日 常 生 活 費 選択による

実 施 地 域 以 外 の 交 通 費 1km当たり88円

時 間 外 延 長 サ ー ビ ス 30分につき500円

連 絡 袋 110 円

そ
の
他
の
料
金

不 織 布 マ ス ク 10 円

リ ハ ビ リ パ ン ツ 60 円

テ ー プ 付 き 100 円

レ ク リ エ ー シ ョ ン材 料費 実   費

　所定単位（上記基本と加算の単位数合計）×1.0%

加
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算

介護職員等ベースアップ等支援加算 　所定単位（上記基本と加算の単位数合計）×1.0%

連 絡 フ ァ イ ル 50 円

介護職員の内介護福祉士が70％以上又は勤続10年以上の介護福祉士が25％以上

ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 提 供 体 制 強 化 Ⅱ

介 護 職 員 処 遇 改 善 Ⅰ

介護職員等特定処遇改善Ⅰ

お
む
つ
代 尿 取 り パ ッ ト 20 円

お や つ 108 円

備                 考
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注) 被保険者証に(保険料を滞納し)償還払いの記載があるときは、施設サービス費とその他の料金全額をお支払いいただきます。

    この場合には、当施設でサービス提供証明書を発行しますので、この証明書を市町村の窓口に提出し保険給付対象額の払い

    戻しを受けてください。

注）森町は地域区分が7級地であるため、単位数に10.17円を乗じた金額が料金となっています。

注）介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝについて、要支援の方が利用開始する月から12ヶ月を超える長期利用をされた場合、

要支援1の方は20単位/月、要支援2の方は40単位/月減算されます。

注) 事業所が 送迎をしなかったときは、片道につき47単位を所定単位数から減算します。(要介護のみ)

注）この料金は、1割負担の方の1回あたりの目安を表示したものです。一カ月の合計で計算した場合、

　　小数点以下の端数処理の関係で、差異が生じる場合があります。

注）基本報酬及び加算報酬の自己負担額は、負担割合証に記載された割合となります。変更がある場合はその割合の支払いとなります。
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